
熱海市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年１２月１６日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第２０号 

熱海市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

熱海市個人情報保護条例（平成１０年熱海市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

熱海市個人情報保護法施行条例 

目次及び第１章の章名を削る。 

第１条から第４条までを次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号。以下「令」という。）で使用する用語の例による。 

（開示請求に係る手数料） 

第３条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、熱海市手数料

徴収条例（平成１２年熱海市条例第５号）の規定にかかわらず、実費の範囲内において規則

で定める額とする。 

（開示決定等の期限） 

第４条 市の機関（議会を除く。以下同じ。）が開示決定等をする場合における法第８３条第 

１項及び第８４条の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「１５日以 

内」とし、同条中「６０日以内」とあるのは「４５日以内」と、「同条第１項」とあるの

は「熱海市個人情報保護法施行条例（平成１０年熱海市条例第３号）第４条の規定により読

み替えて適用される前条第１項」とする。 

第２章から第４章まで及び第５章の章名を削る。 

第４７条第１項中「第４４条第１項」を「法第１０５条第３項において準用する同条第１ 

項」に改め、同条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第６項までを１項ずつ繰

り上げ、同条を第５条とする。 



第４８条第１項中「諮問庁」の次に「（法第１０５条第３項において準用する同条第１項の

規定により審査会に諮問をした市の機関をいう。以下同じ。）」を加え、同条第４項を削り、

同条を第６条とする。 

第４９条を削る。 

第５０条の見出しを「（提出資料の写しの送付等）」に改め、同条第１項を次のように改め

る。 

 審査会は、第６条第３項の規定による資料の提出又は法第１０６条第２項の規定により読

み替えて適用される行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第３項において準

用する同法第７４条若しくは同項において準用する同法第７６条の規定による主張書面若し

くは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し（電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）にあっては、当

該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該資料を提出した審査請求人、参加人

又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）以外の審査請求人等に送付するものとす 

る。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があ

るときは、この限りでない。 

第５０条第２項を削り、同条第３項中「意見書又は」を削り、「審査請求人等」を「諮問 

庁」に改め、同項を同条第２項とし、同条を第７条とする。 

第５１条及び第５２条を削る。 

第５３条中「この章」を「前３条」に改め、同条を第８条とする。 

第６章及び第７章の章名を削る。 

第５７条から第５９条までを削る。 

第６０条に見出しとして「（罰則）」を付し、同条中「第４７条第６項」を「第５条第５ 

項」に改め、同条を第９条とする。 

第６１条から第６３条までを削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法 

律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第５１条の規定に限る。）の施行の日 

（令和５年４月１日）から施行する。 



（経過措置） 

２ 改正前の熱海市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第４条第２項及び第１０条

の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第２号に規定する個人情報（以下「旧

個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな

い義務については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に旧条例第１６条第１項若しくは第２項、第３０条第１項若しくは

第２項、第３７条第１項若しくは第２項又は第３７条の２第１項若しくは第２項の規定によ

る請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止につ

いては、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（熱海市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

５ 熱海市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年熱海市条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「熱海市個人情報保護条例（平成１０年熱海市条例第３号）第９条第２項にお

いて準用する同条第１項及び第１０条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）第６６条第２項において準用する同条第１項及び第６７条」に改める。 


